
①就労　②妊娠・出産　③保護者の疾病・障がい
④親族の介護・看護　⑤災害復旧にあたっている
⑥求職活動　⑦就学　⑧虐待や DV のおそれがある
⑨育児休業取得時、既に保育所利用中の子どもの継続利
　用が必要と認められる場合
⑩その他①～⑨に類すると市が認めた場合

こども保育課  　☎ 65 - 1582

　令和８年４月１日に保育所や保育園などに入所希望の新園児を募集します。
　11月 21日㈮から第１希望の施設で申し込んでください。
　幼稚園、認定こども園（幼稚園機能部分）の申し込みは、各園のスケジュー
ルによります。直接各園にお問い合わせください。

申込書の配布と受付期間

　11月21日㈮～ 12月５日㈮
※㊏㊐㊗を除く　原則 8:30 ～ 17:00

　申し込みに必要な書類は、第１希望の施設で受け取り、

その施設に提出してください。提出の際、簡単な面接を

行いますので、お子さんと一緒にお越しください。複数

の施設への申し込みはできません。

対象

　令和８年４月１日時点で、原則として生後２カ月を経
過している０歳から就学前までの乳幼児
※令和８年４月１日付で新規入所を希望する乳幼児が申
　し込みの対象です。
※令和８年４月２日以降に途中入所を希望する場合は、
　今回の申し込みは対象外です。

入所基準

　保育を必要とする次のいずれかの事由に該当すること

保育施設入所の手引き

入所申し込み時に保育施設で
配布しますので、必ずご覧く
ださい。
※市 HP からも閲覧できます。

保育施設や
申し込みに関する

詳細はこちら▶

公立保育園の紹介
動画は市公式 YouTube
で見られます！

東田保育園
秋月香澄

2025 . 11　Niihama3


